
１ 自治体行政評価の意義

住民を顧客とみなす地方自治体では，継続して住民満足度を向上していくために，住民からの新たな

ニーズにたえず対応してゆかなければならない。しかし，少子高齢化社会の到来を向かえ社会経済の環境

が変動している現在，これまでの施策を見直して，新たな施策に大きくベクトルを転換すべき時期を迎え

ているのも事実である。ところが，これまで実施してきた施策や事業を縮小もしくは廃止するのは容易な

ことではない。一方で，地方交付税交付金の大幅な削減と三位一体改革のダブルショックで，歳入は大き

く減少している。多くの地方自治体が新たな行政需要の発生と歳入の減少という局面に直面しているい

ま，それぞれの自治体はどのような手法を用いてこの難局を克服すべきであろうか。

家計や企業であれば，こうした事態に直面したとき，歳出に優先順位をつけ，家計や財務のリストラを

敢行する。ところが，地方自治体ではそれが容易なことではない。自治体の財政でとりわけ特徴的なこと

は，多くの行政サービスに関して，「受益者と負担者」が一致していないという点にある。受益者はこれ

までの権益に執着する傾向がある。しかし，その受益者がその行政サービスに対価を直接的に負担する

ケースは，ごく一部に限定される。自治体の一般会計において，受益者負担等の特定財源の歳入に占める

割合が，わずか数パーセントというデータが，この事実を物語っている。

歳出の削減がなかなか進まないなかで歳入が低減すれば，自治体の財政はいずれ破綻する。平成１６年度

予算の編成においても，財政調整基金や特定目的基金の取り崩しによってかろうじて，黒字予算を組んだ

自治体は非常に多い。しかし，基金はいずれ枯渇する。そうしたときに自治体が甘受しなければならない

のが赤字予算である。そして，その赤字額が標準財政規模の一定割合を超えた時点で，自治体は起債に大

きな制限を受け，事実上，財政再建団体への道を歩まざるを得なくなる。財政再建団体に転落しても，政

府からの資金援助は，現状，見込めない。あくまでも，自治体職員と住民が痛みをシェアして，財政再建
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を果たすほかないのである。その結果，財政再建が達成されるまでの一定期間，自治体職員と住民には想

像を絶する困難が付きまとうのである。

こうした事態を回避するためには，自治体職員と住民が一致団結して，役所の財政再建を進めてゆかな

ければならない。しかし，住民と役所の間のパートナーシップが叫ばれる状況でも，役所から住民への財

政に関する情報公開や説明責任の遂行は，不十分な状態である。一方，住民の側にも，役所から発信され

ているさまざまな財政情報を学習し共有するための努力が，大きく不足している。結局，住民が役所の厳

しい財政事情を理解することなく，次から次へと新たな行政需要を役所に突きつけ，役所もそれにずるず

ると応えざるをえないという，お決まりのパターンに陥ることになる。

今後の自治体経営は，情報公開や説明責任，生涯学習のフレームワークを充実させるとともに，役所が

関与している行政サービス全般についての優先順位や劣後順位を明確にすることが課題である。とりわけ

行政評価（performance measurement）は，後者の優先順位や劣後順位を明確にする上で，必須のツー

ルといえよう。役所が住民に情報公開や説明責任を遂行しようとするときに，現状求められていること

は，事務事業の成果を明らかにすることであり，総合計画に定められた街づくりの進捗度を測定すること

である。もし，行政評価の手法を用いないとすれば，こうした成果や進捗度の認識や測定は不可能であ

る。

この点に関して，行政評価は自治体経営改革のツールに過ぎないという指摘が，行政評価に疑義を持つ

研究者・実務家から指摘されることがある。しかし，行政評価はツールに過ぎないが，不可欠なツールで

あると，理解することが重要である。理念や目的だけで自治体の改革を実践することはできない。理念が

重要でツールはそれほど重要なものではないという発想では，実務を変革することはできない。ツール

あっての理念であることを忘れてはならないのである。行政評価というツールを活用しなければ，自治体

経営改革という理念は，果たしえないのである。

行政経営改革に取り組む地方自治体では，行政評価の手法を軸に，抜本的な事務事業等の見直しを行っ

ている。財政状況が悪化し，将来の予測も困難な時代には，自治体が住民に対して提供するサービスに

も，選択と集中が求められる。行政評価は，この選択と集中を行うための有用なツールである。本稿では

行政評価を，「行政活動を対象とした評価」と定義する。行政活動はその「目的と手段」の関係から政策

評価，施策評価，事務事業評価と分類されるのが一般的である。また，評価に関しては，「事前評価と事

後評価」１），「内部評価と外部評価」，「自己評価と第三者評価」，「第１次評価と第２次評価」など時期や主

体の相違による分類のほか，「個別評価と総合評価」「絶対評価と相対評価」という極めて重要な分類があ

る。

２ 総合評価と相対評価

行政評価に関して重要なことは，事務事業であれ施策であれ，絶対評価ではなく相対評価を目指すとい

う点である。事務事業間あるいは施策間の優先順位や劣後順位を明確にするという相対評価の発想が，行

政評価においては何よりも重要である。多くの自治体でこれまで展開されてきた行政評価には，この相対

評価という視点がかなり欠落している。どれほど精緻にコスト計算やアウトカム指標の設定を行っても，

相対評価を付すことのできない行政評価では，実務的な魅力は半減する。絶対評価だけでは，せいぜい職

１）事前評価と事後評価に関しては，前者が将来の不確実情報に基づく評価であるのに対して，後者は過去の確定情報に基づく評価であるという

本質的な相違がある。両者の優劣を比較しようとする試みは，利用している情報に相違があり，意味のない考察である。
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員の意識改革や住民に対する情報提供の点で効果が認められる可能性があるだけで，翌年度の予算編成と

の連動といった自治体の抱える火急の課題に対する処方箋としての効用は，認められないからである。

相対評価を強く意識した行政評価として広く全国に認識されているのが，名古屋市の実施した事務事業

評価である。名古屋市ではすべての事務事業を，「必要性」「有効性」「達成度」「効率性」という４つの視

点で個別の評価を行い，それらを統合する形で，総合評価を行っている。ここでたとえば私立中学の入学

試験をイメージするとしよう。必要性や有効性の個別評価は算数，国語，理科，社会の点数に相当する。

また，総合評価は受講生全体におけるランキングということになる。入試においては４つの科目に等しく

配点する中学もあるし，算数や国語に傾斜配分する中学もある。事務事業評価も同様で，名古屋市のこの

例によれば，４つの個別評価に加重平均を行うことによって，名古屋市の実情を反映した総合評価を行う

ことが可能になる。実際，名古屋市では，必要性と有効性を相対的に重視しつつ，達成度と効率性に関し

ては，相対的に低いウェイト付けを行っている。このことは，名古屋市の行政評価が，「いくら職員が一

生懸命に取り組んだ事務事業であっても（達成度高），また，どれほどコスト削減に成功した事務事業で

あっても（効率性高），そもそもニーズがなく公共関与の度合いも低く見積もられる事務事業（必要性低）

や，上位の施策に対して効果的ではない事務事業（有効性低）には，人・もの・金・情報・時間といった

行政経営の資源を，分配することはない」というメッセージを包含していることと表裏の関係にある。

本稿の目的は，第１に行政評価に必須の要件として総合評価と相対評価の重要性を確認することであ

り，第２に事務事業評価に関して，相対的な評価結果の導出を目的とする自治体行政評価のフレームワー

クを考察することにある。個別評価の実施と総合評価への統合という問題に取り組んでいる自治体は，そ

れほど多くはない。また，絵に描いたもち，実践を伴わない行政評価をここで取り上げるわけにもゆかな

い。本稿では，名実ともにわが国の行政評価を先導する代表事例として，名古屋市の事務事業評価２）を題

材に取り上げる。そして，随所で名古屋市の事例を垣間見ることで，事務事業評価における総合評価と相

対評価の意義を明らかにする３）。

３ 政策体系と行政評価

政策体系図と目的手段の関係
地方自治体における行政評価の目的は，政策を実現するために実施されている各種の手段を現状分析

し，その改善と改革を実践するところにある。これを受けて，地方自治体で導入されている行政評価に

も，さまざまな類型がある。その形態を政策実現のための目的と手段の関係で整理すると，図表１「政策

のヒエラルキー」のような階層構造に整理することができる。この階層構造では，上と下の関係で「目的

と手段の関係」が整理されている。

図表１に説明されているように，地方自治体の総合計画（基本構想と基本計画）では，政策をいくつか

２）名古屋市の事務事業評価は政令指定都市初の全事務事業の内部評価と，おおよそ２０００の事務事業に対する外部評価で有名である。名古屋市の

行政評価に関しては，石原俊彦稿「連載：名古屋市の経営改革と行政評価」『地方行政』２００３年１１月１０・１３・１７・２０・２７日を参照されたい。

３）三重県監査委員が平成１４年度より取り組んでいる「評価方式による行政監査結果と意見」は，いわゆる施策評価のレベルで総合評価に基づく

相対評価を行った先進事例として注目すべき内容になっている。この行政監査は，三重県が平成８年度から導入している行政評価の手法を援

用し，施策の優先順位付けを実現している。施策評価はもとより，事務事業評価においてすら総合評価による相対評価を実施できないでいる

自治体が非常に多いなか，三重県監査委員の取り組みは特筆に値する。本稿においては，行政評価の諸類型を政策体系に照らして再整理する

とともに，事務事業評価における総合評価と相対評価の重要性を確認している。本稿の議論は当然，施策評価における総合評価と相対評価の

議論に進展するわけであるが，三重県監査委員の施策評価については，紙数の関係から，稿を改めて検討することにする。

自治体行政評価における個別評価と総合評価の形成
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の「柱」に区分し，その下に「政策」（policy）を関連づけるパターンが非常に多い。また，政策を実現

する手立てとして「施策」（Plans）を定義することで，政策と施策の関係を目的と手段の関係で整理する

ことができる。政策が住民と行政のパートナーシップで実現を目指すもの（官と民の役割分担の議論が生

じる）であるのに対して，施策には行政の主導的役割が期待されている。この施策を実現する手段として

通常，３年程度の実施計画において策定されるのが「基本事業」と呼ばれるものがあり，その実態はハー

ド事業のプロジェクト（project）とソフト事業のプログラム（program）から構成される。一般に基本

図表１ 政策のヒエラルキー

図表２ 施策・基本事業・事務事業の関係

年度
基本事業

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４

PJ・Ａ

PR・Ｂ

PJ・Ｃ

PJ・Ｄ

PR・Ｅ

PR・Ｆ

ＰＪ：プロジェクト

ＰＲ：プログラム

事 務 事 業 施 策
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事業として認識されるのは，（長期の）基本構想や（中期の）基本計画の下位計画として位置づけられる

（短期の）実施計画上の主要事業の場合が多い。

基本事業が複数年度をかけて事業計画されているものであるのに対して，事務事業は単年度予算が配分

された基本事業の一部もしくは全部を意味することになる。予算との関係において事務事業が，基本事務

事業（予算事業目）と個別事務事業（予算事業細目）に細分されることもある。また，事務事業を構成す

るのが活動（activity）である。活動は事務分担や職務分掌（task or job）を組み合わせることで形成さ

れる最小の目的を持った行為を意味する。事務事業は，活動を時系列に並べて整理したものであり，プロ

ジェクト（ハード事業の場合）やプログラム（ソフト事業の場合）の，一会計年度相当分を構成している。

行政評価の諸類型
行政評価は，現状分析や改善改革案の検討を，政策ヒエラルキーのどのレベルで適用するかにより，複

数の類型に区分することができる。たとえば，業務棚卸と呼ばれる手法は，それぞれの組織単位（通常最

小単位としての「係」が想定されている）における事務分担や職務分掌を，組織の目的に照らして体系的

に整理することを目的としている。業務棚卸の手法は本来，事務分担等を組織の目的に関連付けて整理す

るという発想をベースにしている。しかし，組織の目的や目標が，必ずしも政策の実現と連動していない

自治体組織４）で，政策実現のツール（すなわち，行政評価）として，どの程度有効性を具備しているのか

については懸念の声もあった。ただ，昨今の業務棚卸の方法では，組織の事務分担や業務分掌を，活動を

媒介に政策実現の手段である事務事業との関係で整理するというアプローチが採用されており，行政評価

の一つの類型として整理することが一般的である。

業務棚卸以上に，行政評価という用語と表裏一体のように用いられているのが事務事業評価である。事

務事業評価は本来，さらに上位の目的である基本事業や施策の目的を実現する手段であり，基本事業や施

策の視点から事務事業の有効性（貢献度）を評価して改善改革の糸口を見出すことが重要である。ところ

が，多くの自治体でこれまで導入されてきた事務事業評価は，上位の基本事業や施策の責任者からの評価

ではなく，当該事務事業の実務責任者が必要性・有効性・達成度・効率性などの評価を行うにとどまって

いる。より上位の視点からの評価という視点を持たない事務事業評価システムの構築は，職員の意識改革

には効果を見出すことが可能であっても，役所のシステム改革（予算編成・組織定数査定など）には，な

かなか有効な手立てとはなり得ていないのが実情である５）。

ABC（Activity Based Costing：活動基準別原価計算）やABM（Activity Based Management：活動基

準別マネジメント）と言及される活動別の原価計算は，こうした事務事業と事務分担・職務分掌の間に位

置する「活動」を原価計算の単位として認識するもので，一部の自治体で積極的に導入されようとしてい

る。供給側で「負担＝サービス原価」，需要側で「サービス原価＝受益」の関係が成立することから，受

４）地方自治体の組織において，政策や施策と一致していないという点は，政策と組織のマトリックス予算を作成してみると一目瞭然である。本

稿末尾の別表「平成１０年度三重県マトリックス予算」では，２０ある政策のうち「人権」に関しては１０あるすべての部局が予算を持っているこ

とが示されている。一つの政策を推進するのに，１０名の部局長に予算が配分されている状況は，政策と組織の不一致を具体的に示している。

政策や施策と組織が一致していれば，予算は健康福祉の人づくりのように１対１の関係で整理されるはずである。この点，岡山市ではすでに

平成１３年３月から「岡山市の組織及び任務に関する条例」を策定し，政策と組織の一致を条例のレベルで果たしている。岡山市をベスト・プ

ラクティスに，筆者が行政評価推進会議顧問を努める愛知県豊橋市では，平成１６年３月に「豊橋市の政策推進における部等の役割を定める条

例」を策定している。

５）この点，名古屋市では，事務事業の責任者である課長・主幹の立場にある職員が書いた評価票を，各局から行政評価を所管する総務局へ提出

する際には，各局の見解として提出することを求めている。つまり，課長や主幹の書いた評価票は，参事・部長・理事・局長などの事実上の

決裁を経ているものと見なされるのである。
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益と負担の関係を重視する自治体のマネジメントでは，コストで受益を説明しようと大きな関心が向けら

れている６）。

基本事業（事務事業ではない）の評価は通常，プロジェクト評価もしくはプログラム評価と言及されて

いる。ここで注意しなければならないことは，地方自治体の行政評価の一類型としてプロジェクト評価や

プログラム評価を認識する場合，それらは，単純な「B by C」による費用便益分析であってはならない

という点である。霞ヶ関の中央省庁とは異なり，自治体で展開されるプロジェクト評価やプログラム評価

は，何れも上位の施策目的を実現するうえで，最少の経費と最大の効果を導き出すものでなければならな

い。すなわち，基本事業の評価で求められているのは，施策目的を実現する手段としてのプロジェクトや

プログラムの相対評価なのである。そして，費用便益分析で基本事業間の相対評価を行うことは，実務的

な作業負荷を考えると不可能なのである。

最後に，施策や政策の評価について整理してみよう。施策評価が施策間の優先順位付け，すなわち，相

対評価であるという点に問題はない。しかし，頻繁に政策評価という用語が自治体関係者の間でも使われ

ているが，この漠然とした用語に，私たちは何をイメージすべきであろうか。私見ではあるが，筆者は総

合計画に掲げられた政策目的の実現度合い（目的達成の進捗度）を測定することが，自治体行政評価でい

うところの政策評価であるべきと考えている。少なくとも，一部の識者が指摘しているような政策間の優

先順位をつけることは，行政評価としての政策評価のあるべき姿ではないのではなかろうか。自治体の行

政活動において，政策は議会や民意を反映してすでに策定された所与の目的である。所与の目的である政

策を実現するための手段である施策や基本事業の評価と，政策そのものの評価は，評価の本質を異にする

ものである７）。

４ 事務事業評価における個別評価の規準

個別評価規準のヒエラルキー
現在，多くの自治体で導入されている行政評価の目的は何か。基本的なこの問題に解答を準備せず，行

政評価システムの構築に取り組んでいる自治体を垣間見ることがある。たとえば，行政評価導入の担当

者，あるいは，その自治体職員に「行政評価の目的は」という質問を行っても，明確にその課題を言明で

きる職員は意外と少ない。

本稿では，行政評価の目的を「現状分析に基づく改善改革」と位置づけることにする。手続・前例・形

式主義と揶揄されている行政全般の発想を改めて，顧客志向や成果志向の視点で行政サービスの提供を見

つめ直そうとするとき，まず必要とされるのが，こうした新しい視点での現状分析である。そして，十二

分な現状分析を展開することで，改善改革の糸口が解明されてくるのである。

行政評価の価値判断規準は，こうした現状分析を行う際の，分析視角のことをいう。学校給食の残飯

率，生活保護の措置率や自立率，博物館のリピート率などの指標は，有効性の典型な指標として広く知ら

れているところである。しかし，分析視角はこの有効性の視角だけにとどまらない。いくつかの基本的な

分析視角，すなわち，個別評価規準が行政評価には認識されなければならない。

６）東京都千代田区の財政白書の取り組みがこれに該当する。また，コストを通じて受益を説明するという手法は，多くの自治体トップが関心を

もっている。筆者は全国の自治体で講演や研修の機会に恵まれているが，住民への情報公開や説明責任の遂行に努めている市長や町長は，

「コストを計算することで受益の説明がかないます。受益は行政評価のアウトカム指標を使わなくとも，伝達することが可能です」という筆

者の説明に，大きな関心を持たれる傾向が強い。

７）政策の優先順位付けという議論は，議会もしくは政治の世界の課題であり，行政の領域における評価の課題と混同してはならない。
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図表３「事務事業評価の個別評価規準」には，事務事業評価を実施する際の現状分析の視角として必要

性・公共性・有効性・達成度・効率性・経済性が体系的に説明されている。このうち，必要性と公共性は

事務事業評価を実施する際の第１次評価規準である。第１次評価規準は，有効性・達成度・効率性・経済

性といった第２次評価規準を適用する際の前提条件である。つまり，第１次規準が事業評価の大前提の確

認であるとすれば，第２次規準は事業の評価そのものであると整理することができる。

必要性と公共性
事務事業の必要性は住民ニーズを意味する。そして，それを決定するのは事務事業の上位にある施策の

優先順位である。施策と事務事業は目的と手段の関係にあり，手段である事務事業の必要性を決定する唯

一の要因は，施策評価の優先順位である８）。また，必要性の要件は，行政サービスを提供する対象を明確

に定義することを求めている９）。その上で，さまざまな環境変化を斟酌し，本当の意味でのニーズの存在

を整理するのが，「必要性」の概念である。

公共性は，「公的関与の考え方」あるいは「補完性の原則」として多くの自治体で検討が開始されてい

る。その嚆矢（こうし）となったのが三重県の公的関与の考え方（『平成１０年度三重県行政システム改革』）

である。これによると，民間部門と公的部門の役割分担の判断基準として，�公共財，�外部効果，�ス

ケールメリット，�巨大リスク，�ナショナル・ミニマム（シビル・ミニマム）が掲げられている。また，

国・県・市町村の役割分担の基準として，国家としての存立に関かかわる事務と，全国的に統一して定め

ることが望ましい事務と，全国的規模や視点で行わなければならない事務を国の役割とする一方で，県の

図表３ 事務事業評価の価値判断規準

８）目的と手段の関係を明確に意識すれば，手段の重要性を決定するのは目的以外にありえない。それゆえ，事務事業評価を精緻に遂行しようと

すれば，緻密な施策評価が不可欠になる。三重県監査委員の取り組みが特筆に値するのは，この点に関して明確な手法（方法論）を確立して

いるからである。

９）平成８年度に三重県が導入した事務事業評価では，目的の３要素として対象と意図と手段が説明されている。個別評価の第２次規準との関係

を整理するならば，必要性から対象が，有効性と達成度から意図が，効率性と経済性から手段が，それぞれ演繹されることになる。
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役割を単一の市町村では対応できない問題やその効果が複数の市町村に及ぶ事業に限定している。

名古屋市の事例を見ると，事務事業の公共性は，その事務事業に行政が関与することの妥当性（公共関

与の妥当性）と，市役所が関与することの妥当性（市関与の妥当性）から構成されている。事務事業評価

の先進自治体では，図表４と５のような指針を作成するケースが増えてきている。図表４では，公的関与

の必要性が検討され，図表５では，公的関与の必要は認められても，名古屋市役所が関与する余地を狭め

てもよいケースが明記されている１０）。

有効性規準がもつ二つの意味
事務事業のアウトプットが，どれだけ事務事業のアウトカムの向上に寄与しているのか。これを測定す

る概念が有効性である。しかし有効性は，事務事業のアウトプットが，上位の基本事業や施策のアウトカ

ム向上にどれだけ貢献しているのかを説明する概念でもある。ここでは前者（事務事業レベルで）の有効

性を「有効性Ａ」，後者（施策レベルで）の有効性を「有効性Ｂ」と呼ぶことにしよう。有効性Ｂの評価

において注意しなければならないことは，事務事業の有効性Ｂ（すなわち事務事業の上位目的への寄与率

を評価する「事業評価」）と，事業の実施に権限と責任を持つ担当者の「業績評価」を識別しなければな

らないという点である。

たとえば，ある課長（甲課長）が自己の権限と責任を部下である係長の乙氏と丙氏に委譲しようとして

いるとしよう（図表６参照）。乙氏はベテラン係長であり，丙氏は最近昇任した若手の係長である。甲課

長は自分自身にとって重要な事業（Ｙ）を執行する権限と責任をベテラン係長である乙氏に委譲する一方

１０）市関与の妥当性については，もちろん三重県のように，当該自治体が関与すべき事例を区分して明記する方法もある。しかし，事業の選択と

集中を率先実行する場合には，図表５のように当該自治体が関与してはならない区分を明記するほうが効果的である。

図表４ 名古屋市における公的関与の範囲

区分 事 務 事 業 の 性 質
行政と民間
の活動領域

１ 法律で実施が義務づけられている事務事業

行

政

２ 受益の範囲が不特定多数の市民におよび，サービス対価の徴収ができない事務事業

３ 市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事務事業

４
市民の生命，財産，権利を擁護し，あるいは市民の不安を解消するために，必要な規

制，監視指導，情報提供，相談などを目的とした事務事業

５
個人の力だけでは対処し得ない社会的・経済的弱者を対象に，生活の安定を支援し，

あるいは生活の安全網（セーフティー・ネット）を整備する事務事業

６
市民にとっての必要性は高いが，多額の投資が必要，あるいは事業リスクや不確実性

が存在するため，民間だけではその全てを負担しきれず，これを補完する事務事業

７
民間のサービスだけでは市域全体にとって望ましい質，量のサービスの確保ができな

いため，これを補完・先導する事務事業 民

間８
市の個性，特色，魅力を継承・発展・創造し，あるいは国内外へ情報発信することを

目的とした事務事業

９
特定の市民や団体を対象としたサービスであって，サービスの提供を通じて，対象者

以外の第三者にも受益がおよぶ事務事業

［出所］名古屋市公的関与のあり方に関する点検指針
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で，若手係長である丙氏には比較的重要性の乏しい事業（Ｚ）を執行する権限と責任を委譲したとしよう。

ＹとＺはそれぞれ，甲課長が担当する施策（Ｘ）に対して，８０％と２０％の寄与率があるものする。

ここでベテランの乙係長は，Ｙ事業で設定されたアウトカム目標の５０％を達成したとしよう。また，若

手の丙係長は，Ｚ事業で設定されたアウトカム目標の１００％を達成したとする。この場合，Ｙ事業のＸ施

策に対する有効性は「８０％×５０％」で計算することができるし，Ｚ事業のＸ施策に対する有効性は「２０％

×１００％」で計算されることになる。事業として有効性Ｂの評価（「事業評価」）をするのであれば，Ｙ事

業はＺ事業の２倍の有効性ＢをＸ施策に対して達成したことになる。しかし，この評価を乙係長と丙係長

の個人レベルでの評価（「業績評価」）に置き換えてはならない。与えられた仕事のアウトカムの達成度を

見れば，丙係長（１００％）は乙係長（５０％）の２倍の業績を残したことになるからである（もとよりＹ事

業とＺ事業には難易度の相違があり，この点を斟酌することも不可欠ではある）。

このように有効性には，「有効性Ｂ＝寄与率×有効性Ａ」という関係が存在する。事業の評価はもちろ

ん有効性Ｂで行うべきものであるが，その事業に従事している担当者の業績評価は，寄与率を除いた有効

性Ａを「ものさし」として利用しなければならないのである。

達成度と現場改善
達成度は行政サービスの質と量に関連する指標である。自治体によっては，行政評価からサービスの質

を分析する局面を度外視しているケースも垣間見られるが，現場で直接住民と対峙している行政職員の業

務改善には，サービスの品質を分析する視点が非常に重要になる。行政評価を単純な財政再建のツールと

図表５ 名古屋市における市関与の妥当性

区分 関与の妥当性が薄れている事務事業

１
事業開始時と比較して社会経済情勢が変化，あるいは目的が既に達成され

るなど，実施意義が低下している事務事業

２
利用者数が減少するなど市民ニーズが低下，あるいは市民ニーズに比較し

てサービスの供給が過剰となっている事務事業

３
国や他都市の水準と比較したとき，サービスの対象範囲や水準を見直す余

地がある事務事業

４ 国又は県において，同種のサービス提供が行われている事務事業

５ 民間の活動を阻害，あるいは民間と競合している事務事業

６ 限られた財源の中で実施すべき緊急性が認められない事務事業

［出所］名古屋市公的関与のあり方に関する点検指針

図表６ 事務事業の有効性評価―有効性Ａと有効性Ｂ―

責任者 有効性Ａ 寄与率 有効性Ｂ

事務事業Ｙ 乙係長 ５０％ ８０％ ４０％

事務事業Ｚ 丙係長 １００％ ２０％ ２０％

施 策 Ｘ 甲課長 ― １００％ ６０％

係長の業績評価 課長の業績評価
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位置付けるのではなく，行政サービス全般の品質改善にも有用なツールとして認知を得るためには，達成

度にサービスの品質を包含することを忘れてはならない。

換言すると，達成度は，提供された行政サービスの品質的な側面を強調する概念である。住民票を市民

に交付する場合に，接遇の優れた市役所職員とそうでない職員を比較すれば，市民の感じる満足度（アウ

トカム）に相違が生じているのは明らかである。あるいは，住民票を提供するまでの待ち時間を１０分から

５分に短縮するという改善は，市民の感じる満足度を必ず向上する。このような達成度の概念は，これま

で地方自治体で実施されてきた行政評価において，必ずしも十分に検討されてきたわけではない。

しかし，筆者の体験として，自治体に行政評価システムを構築しようとする場合に，市民と直接対峙し

ている市民課や福祉課の職員，あるいは，保育士・看護士・現業職員などによる日常の業務改善をインボ

ルブすることのできないシステムを構築しても，改革は絶対にうまく進まない。役所全体が一丸となっ

て，行政サービスの品質改善に取り組むことが，住民満足度（アウトカム）の向上に直結するという筋道

を，きちんと説明できる行政評価でなければならないのである。達成度の判断規準を組み込んでいない行

政評価では，多くの自治体職員の悩みや思いを汲み取ることはできない。行政評価の導入が全庁的に展開

できない自治体では，達成度概念の看過が大きな要因になっていることが多い。

「成果指標」という混乱
ところで，事務事業評価への関心が高まった平成１０年度頃，この有効性と達成度の評価が「成果指標」

という用語のもとで混乱して用いられ，その設定の困難さが多くの自治体で事務事業評価導入の障害と

なった。そこでは，成果指標とはアウトカム指標のことであり，アウトカムを正確に測定できないような

場合には，代理指標としてアウトプット指標の使用も許されるといった解説が行われていたのである。ア

ウトプットが行政サイドの努力で操作可能な供給サイドの指標であるのに対して，アウトカムはそれが顧

客である住民の立場からどのようにイメージされたのかを表象する需要サイドの指標である。ここで重要

なことは，アウトプットとアウトカムの間には，必ずしも正の相関関係が成り立つわけではないという点

である。

たとえば，いくつかの自治体で依然として執行されている誕生祝金の事業では，役所の職員がその事務

に真摯に取り組むことで，祝金の交付件数が増加し，交付までの期間も短縮されることになる（達成度の

向上）。これらの努力はいずれもアウトプット指標の好転となる。ところが，少子化対策という施策の目

的を実現する上で，果たして誕生祝金事業は，どの程度の有効性Bをもつのであろうか。おそらく，誕生

祝金と少子化の改善にはほとんど相関関係はないであろう（つまり，有効性Ａが仮に高くとも，上位の施

策に対する寄与度は限りなくゼロであり，有効性Ｂの数値は非常に低いものとなる）。とすれば，アウト

プット指標をどれほど好転させても，その成果は有効性Bに対するアウトカム指標には反映されないので

ある。

このように有効性と達成度は，まったく性質を異にする別個の評価の視点であり，両者を混同した「成

果指標」という概念は，事務事業評価を導入しようとする際に開けてはならないパンドラの箱だったので

ある。指標に関しては，成果指標といった標記ではなく，明確にアウトカム指標，アウトプット指標，活

動指標，インプット指標といった表現を行うほうが適切であることを忘れてはならない。

単価コストの低減と効率性
効率性は行政サービス一単位当たりのコストをできる限り削減しようとする概念であり，経済性は財政
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余力（affordability）を示唆する概念である。経済性が効率性の要素であるかのような説明がなされてい

る場合もあるが，それは誤りである。経済性を効率性の構成要素として位置づけている自治体もあるが，

経済性はそれほど重要性の乏しい規準ではない。むしろ，非常に重要な最終の評価規準として位置づける

ことが，財政状況の悪化した今日のあるべき姿である。ここで重要なことは，財政部門による予算調整の

前段階に位置づけられる行政評価においては，財源問題を別個の問題として位置づけ，評価システムに経

済性の概念を持ちこまないという工夫も，意味のある整理であるという点である。

ところで，プロセスは活動を時系列に並べたものと定義できる。また，活動自体は目的をもった最小の

行政行為と定義できる。業務は職務分担や事務分掌の諸類型（施設管理，企画，調査調整，経理など）で

あり，活動は業務を一定の目的に照らして体系化したものである。プロセスの効率性を推進する手立てと

して昨今，ABCやABMが複数の自治体で導入されている。これは，コストを活動別に認識・測定し，新

たな改善と改革の糸口を見出そうとする手法である。

たとえば，図表７の学校給食の場合，筆者が経験したある自治体での試算では，１食当たりのコストは

約９００円で，性質別にこれを細分すると人件費が６００円，その他の材料費等で３００円となる。通常自治体で

実施される行政コストの計算は，せいぜいこのレベルの計算で終わることが多い。しかし，行政コストは

変動費と固定費に区分することも可能であり，この自治体の事例では，固定費が５００円，変動費が４００円で

あった。さらにこの事例をABCで再計算すると，５つある活動のうち調理活動（材料費含む）に４００円，

清掃活動に３００円が必要とされていることが試算される。

「本当に清掃だけで３００円も必要なのか」。活動別のコスト計算からは，こうした当然の疑問が沸き，こ

れが改善改革の切り口になる。「成果指標」の議論を行わなくとも，コスト分析だけで十分に改善改革の

きっかけを見出すことができる。現状分析には，いろいろな方法が存在するということを忘れてはならな

い。

５ 事務事業評価における総合評価の形成

個別評価の序数化
事務事業評価においては，これまで確認したような個別評価の規準（分析の視角）に基づいて，評価者

は評価結果をまとめなければならない。結果の集約に際しては，文章により整理する方法，指標により数

値化する方法，これらを統合して最終的に序数化する方法がある。どの方法にも長所と短所がある。しか

し，最も一般的な方法は序数化であり，数値化，文書化がこれに続くことになる。本稿で考察の素材とし

ている名古屋市でも，４つの個別評価の結果を，４から１の４段階の数値で序数化している。図表８はそ

の概要をまとめたものである。

名古屋市の事務事業評価は，個別評価の規準として，必要性，有用性，達成度，効率性を想定してい

図表７ 給食１食分のコスト分類

給食１食 ９００円

固定費 ５００円 変動費 ４００円

人件費 ６００円 物件費 ３００円

献立費 ５０円 調達費 ５０円 調理費４００円 配送費１００円 清掃費３００円
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る。そして，これら４つの個別評価規準を４段階でランク分けして，それぞれの事務事業に関する個別評

価としている。ここにおいて，４は「適切・十分」，３は「概ね適切・概ね十分」，２は「やや不適切・や

や不十分」，１は「不適切・不十分」を意味する。自治体によっては，個別評価のこうしたランク分け（序

数化）について，評価規準ごとにデシジョン・ツリーを作成し，Ｑ＆Ａ方式により４から１のどのランク

に序数化されるのかを整理している自治体もある。一方，名古屋市は，４から１の序数化は，すべて事務

事業の評価担当者（課長もしくは主幹）の主観的な判断に基づいている。

必要性は，施策の相対的重要性や公共関与，市関与の妥当性を斟酌して判断される。有効性は，事務事

業が生み出したアウトプットが事務事業や施策のアウトカムに及ぼす効果を考慮して判断される。事務事

業のアウトカムに対する評価は，アウトカム指標の数値に表象されるものであり，アウトカム指標をみる

ことで，事務事業レベルの有効性Ａを評価することはそれほどむずかしいことではない。問題は，有効性

Ｂをどのように判断するのかという点である。事務事業レベルでのアウトカムが，施策レベルのアウトカ

ムに連動しないケースは多く，この部分の明確な見極めが主観による有効性評価の課題である。

この課題は，有効性の評価をデシジョン・ツリーで行うような場合においても，程度の差こそあれ，必

然的に存在する。事務事業のアウトカムと施策のアウトカム間の寄与率（あるいは貢献度）をどのように

判断するのかが，ここでの本質的な課題である。この問題は，現行多くの自治体が取り組んでいる行政評

価の手法では現在のところ，ほとんど解明されていない部分である。しかし，福井市の施策進行管理のよ

うに，事務事業の第２次評価を施策推進進行の観点から行う場合には，施策のアウトカム向上に寄与しな

い事務事業を排除することも可能である。福井市では，少子化対策として実施してきた誕生祝金事業を廃

止して，その節約された財源を乳幼児医療費助成金の支給対象年齢の引き上げに転用している（平成１６年

度予算より）。この事例などは，事務事業のアウトカムと施策のアウトカムの間の寄与率を，主観によっ

てではあるが判定し，寄与率の低い事務事業を廃止した典型的な事例として理解することができる。

達成度に関しては，事務事業評価のアウトプット指標の進捗状況で，そのおおよそを理解することが可

能である。達成度はもっぱら，自治体職員が事務事業の展開において流した汗の量と比例する，というイ

メージで理解することが可能である。達成度の評価は，事務事業の自己評価担当者にとって，もっとも容

易に評価の結果を導出できる規準ではなかろうか。

効率性は，単位当たりのコストを，現行水準以上に引き下げることができるかどうかを見極めるための

規準である。たとえば，行政サービスを提供する主体を変更（直営方式から外部委託や民営化方式への移

行）することで，単位あたりコストを大きく引き下げることができるような場合，効率性は「やや不適切」

もしくは「不適切」と判断されることになり，序数としては２もしくは１が付されることになる。一方，

サービス提供主体の変更が不可能もしくは非効率な場合，効率性改善に向けた努力は，現行業務の改善に

限定されることから，効率性は「概ね適切」もしくは「適切」と評価されることになる。その結果，序数

図表８ 名古屋市の事務事業評価における個別評価と総合評価

評 価 規 準 高 低

個
別
評
価

必 要 性 ４ ３ ２ １

有 効 性 ４ ３ ２ １

達 成 度 ４ ３ ２ １

効 率 性 ４ ３ ２ １

総 合 評 価 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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としては３もしくは４が付されることになる。

事務事業評価に客観的な評価の手法を求める声は非常に強い。しかし，事務事業評価では，たとえば，

費用便益分析のように，精緻な数学計算に基づいて結果を導出するというよりも，評価主体の主観的な判

断を，思考のロジックが明確なプロセスで説明するという側面が強調されている。事務事業評価をはじめ

とする行政評価では，なぜその評価主体が，たとえば必要性を４，有効性を３，達成度を３，効率性を３

と評価したのかを，正確にフォローできるような説明のロジックが求められているのである。この程度の

説明を明確に行うのが目的であれば，名古屋市の事務事業評価票がそうであるように，一つの事務事業あ

たりの評価票は，Ａ４用紙の表のみでも問題はないのである。

総合評価の形成―個別評価の統合―
図表８では，名古屋市の事務事業評価における総合評価の４グレードが説明されている。平成１５年度名

古屋市行政評価実施要綱によると，ＡからＤという総合評価の結果には，次のような意味があるとされて

いる（カッコ内の記述は施設の管理・運営に関する内容）。

Ａ…計画どおりに事業を進めることが適当（現状どおり管理・運営を進めることが適当）

Ｂ…事業の進め方の改善の検討（利用率向上等の改善の検討）

Ｃ…事業規模・内容または実施主体の見直しの検討（施設運営主体の見直しの検討）

Ｄ…事業の抜本的見直し，休・廃止の検討（休・廃止を含めた施設のあり方の検討）

ここで問題となるのが，どのようにして４つの個別評価を総合評価に統合するのかという点である。ま

ず，個別評価と総合評価の関係であるが，ここでは４つの個別評価が存在し，それらを統合した結果とし

て総合評価が導出されるという点を確認しなければならない。自治体で実施されている事務事業を，個別

評価の存在なくして総合評価として認識することは不可能なのである。この意味で個別評価は事務事業の

直接評価であり，総合評価は事務事業の間接評価であると整理することもできる。直接評価は事務事業の

実態から演繹される評価の結果であり，間接評価は直接評価を加工することで導き出される評価である。

名古屋市では，４つの直接的な個別評価を間接的な総合評価に統合するプロセスを，図表９にように整

理している。そこでは，４つの個別評価のうち必要性と有効性を第一のグループ，達成度と効率性を第二

のグループとして識別し，それぞれのポイント（序数）の合計でもって，総合評価を４つの範疇に区分し

ている。図表９では，第一のグループに関しては７点以上と６点以下を，第二のグループについては６点

以上と５点以下を，それぞれグループ内での認識閾に設定している。もちろんこの認識閾の設定は，恣意

的に変更することが可能であり，その自治体特有の与件をもとに，もっとも適切な水準を認識閾として設

定すればよい。

図表９のように認識閾を設定する大きな理由は，４つの個別評価をすべて３と序数化した場合への対応

でもある。４段階で個別評価の序数化を行った場合，評価主体（自治体職員）は，しばしば（３３３３）とい

う評価を付す傾向がある。ところが図表９のように認識閾を設定すると，（３３３３）は総合評価で「Ｃ」と

判定されることになる。Ｃの場合には，事業規模・内容または実施主体の見直しの検討，あるいは，施設

運営主体の見直しの検討が結論として求められることになるので，自治体職員にとってはショックの大き

な結論である。財政健全化を果たし，将来の厳しい財政環境にも耐えることのできる強い財政を構築する

ためには，必要性もしくは有用性で４点満点を獲得できないと，その事務事業は，実施主体や運営主体の

見直しを迫られることになる。個別評価で４点を獲得するためには，事務事業の必要性もしくは有効性が

適切であるということを，きちんと説明しなければならない。このことは事務事業の第１次評価者である
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達成度＋効率性 

Ｃ Ｄ 

Ａ Ｂ 

必要性＋有効性 

事業担当の職員には，容易なことではない。つまり，客観的に見てそうした説明のかなわない事務事業

は，必然的に大幅な見直しに直面することになる。

このように，個別評価を総合評価に統合するプロセスは主観性が強く，場合によっては，前提となる価

値観の相違によって，大きく総合評価が異なる可能性がある。しかしそれは，総合評価そのものが唯一の

客観的な規準に基づいて形成されるものではないということを意味している。自治体を構成する自治会や

コミュニティーは，多様な価値観をもつ個人の集合体である。それゆえに，街づくりを推進するといって

も，利害の対立が顕著になるケースも決して少なくはない。個別評価から総合評価を形成する統合のプロ

セスでは，こうした住民の価値観を反映することができる。また価値観そのものが，自治体を構成する住

民の変動によって変化することも，めずらしいことではない。事務事業の個別評価を総合評価に統合し，

その他の事務事業と相対評価するプロセスでは，どのような価値判断を優先して，地域の特性や魅力をよ

り磨いていくのかが，問われているのである。

図表９ 個別評価と総合評価の統合
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１０
，８
００

７
，５
０９
，１
２３

技
術
の
高
度
化

１
，０
４８
，８
６５

２０
９
，４
２３

６１
７
，８
８０

４８
，９
２１
，５
８８

５６
，０
００

５０
，８
５３
，７
５６

労
働

３
，０
９０
，８
７４

５９
７
，５
６０

３
，６
８８
，４
３４

国
際
化
，
広
域
交
流

９０
２
，１
２５

１２
，１
２９

４０
２
，８
９１

１９
５
，５
６７

１８
２
，２
１０

１
，４
７５
，３
２９

４７
３
，７
４４

３
，６
４３
，９
９５

情
報

７２
，３
５３

３４
，３
８７

２６
２
，４
８２

３０
９
，１
５８

２０
１
，２
７５

２
，０
６２
，９
０６

５
，１
２９

６３
６
，７
１６

４７
７
，８
７１

４
，０
６２
，２
７７

交
通

網
整

備
１
，５
７６
，１
４２

１２
，５
００

１
，４
７０
，０
００

７４
０
，７
６９

７９
，６
６２
，５
４４

８３
，４
６１
，９
５５

都
市
環
境
，
農
山
漁
村

２３
，３
５３

６８
，１
３３

２
，４
１３
，３
３８

９
，１
３６
，７
７０

１６
，２
７９
，６
５７

２９
，９
４５

２７
，９
５１
，１
９６

地
域

振
興

３４
，９
３１

１
，０
１２
，２
７１

１９
３
，１
２７

９
，２
７６
，１
５７

１
，５
３０
，９
４２

２
，８
４２
，４
８４

６６
，６
０１

１４
，９
５６
，５
１３

県
土
利
用
，
資
源

１
，０
３６
，４
９９

１０
，９
０９
，９
９０

１
，９
２４
，５
３２

２
，９
８９
，４
８１

６６
６
，７
１１

１７
，５
２７
，２
１３

そ
の

他
（
注
）

７
，３
０５
，３
６６

１５
７
，０
２４
，６
１８

１
，７
１４
，３
２９

８
，２
２８
，０
８８

１
，６
６１
，９
０８

８
，７
０６
，７
０９

６
，２
７３
，２
２５

４
，６
７４
，８
６０

２９
，４
７３
，１
２３

１６
２
，４
４２
，０
４２

３８
７
，５
０４
，２
６８

合
計

１２
，８
６０
，４
９６

１５
７
，０
４４
，９
１５

２０
，０
３１
，０
０３

９２
，８
９８
，２
８９

５７
，３
５０
，９
６１

１３
７
，６
７１
，８
６１

１７
，９
１１
，５
３４

１９
３
，３
３４
，４
２２

３８
，７
０１
，２
６９

１８
６
，９
９２
，０
５８

９１
４
，７
９６
，８
０８

（
注
）
そ
の
他
に
は
，
政
策
ご
と
に
把
握
で
き
な
い
人
件
費
や
公
債
費
が
含
ま
れ
て
い
る
。

自治体行政評価における個別評価と総合評価の形成
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